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22-D-1703 

2023 年 3 月 31 日  
   
   

三井住友信託銀行株式会社が実施する 
野村不動産ホールディングス株式会社に対する 
ポジティブ・インパクト評価に係る第三者意見 

 
    

株式会社日本格付研究所（JCR）は、三井住友信託銀行株式会社が野村不動産ホールディングス株式会社

に実施するポジティブ・インパクト評価に対し、第三者意見書を提出しました。 

＜要約＞ 

本第三者意見は、三井住友信託銀行株式会社が野村不動産ホールディングス株式会社（野村不

動産 HD、もしくは「同社」）に実施するポジティブ・インパクト評価（本 PI評価）に対して、国

連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した PIF原則及び資金使途を限定しない事業会

社向け金融商品のモデル・フレームワーク（モデル・フレームワーク）への適合性を確認したもの

である。株式会社日本格付研究所（JCR）は、PIF第 4原則で推奨されている評価の透明性及び客

観性確保のため、独立した第三者機関として、(1)本 PI評価の合理性及び本 PI評価に基づくファイ

ナンスのインパクト、並びに(2)三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本 PI 評価の PIF

原則に対する準拠性について確認を行った。なお、本第三者意見は 2023年 3月 31日付の本 PI評

価を対象としており、有効期限は本 PI評価に準じる。 

 

(1)本 PI評価の合理性及び本 PI評価に基づくファイナンスのインパクト 

野村不動産 HDは、1957年に野村證券より独立し不動産事業を開始した総合不動産デベロッパ

ーである野村不動産グループの持ち株会社。上場に向けた野村不動産グループの再編のために、

2004 年 6 月に設立された。国内の大手総合不動産デベロッパーの一角を占める存在であり、分譲

マンション「プラウド」や中規模ハイグレードオフィス「PMO」等で知られる。同社の主たる事業

は、住宅部門、都市開発部門、海外部門、資産運用部門、仲介 CRE部門、運営管理部門の 6つの

主要セグメントで構成されている。同社は、2022 年 4 月に野村不動産グループ 2030 年ビジョン

「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developerへ」を策定した。また、気候変動や価値観の多様化など、社

会の変化を新たな成長機会と捉え、2050年のありたい姿として “サステナビリティポリシー「Earth 

Pride-地球を、つなぐ-」” を策定し、意欲的な成長への挑戦と、まだ見ぬ価値創造の提供を通じ

て、グループ企業理念「あしたを、つなぐ」の実現を目指すとしている。 

本 PI評価では、野村不動産 HDの事業活動全体に対する包括的分析が行われた。同社のサステ

ナビリティ活動も踏まえ、インパクト領域につき特定のうえ「①気候変動と自然環境への対応」、

「②組織や業態を超えた「共創」のためのサステナビリティ推進基盤強化」、「③人びとのさまざ

まな生活、一人ひとりの過ごす時間を軸とした新たな価値創造」の 3 項目のインパクトが選定さ

れた。そして、各インパクトに対して KPI が設定された。インパクト①は環境に配慮した街づく

り、インパクト②はダイバーシティを考慮した社内制度及びサービスの提供、インパクト③は

Quality of Lifeの向上と Well-beingの実現、に係るインパクトである。今後、これら 3項目のイン
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パクトに係る上記 KPI等に対して、モニタリングが実施される予定である。 

JCRは、本 PI評価における包括的分析及びインパクト特定の内容について、モデル・フレーム

ワークに示された項目に沿って確認した結果、適切な分析がなされていると評価している。また、

本 PI 評価の KPI に基づくインパクトについて、PIF 原則に例示された評価基準に沿って確認した

結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待されると評価している。当該 KPIは、上記のインパ

クト特定及び野村不動産 HDのサステナビリティ活動の内容に照らしても適切である。さらに、本

PI評価におけるモニタリング方針について、本 PI評価のインパクト特定及び KPIの内容に照らし

て適切であると評価している。従って JCRは、本 PI評価において、持続可能な開発目標（SDGs）

に係る三側面（環境・社会・経済）を捉えるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（イ

ンパクトの特定・評価・モニタリング）が、十分に活用されていると評価している。 

 

(2)三井住友信託銀行の PIF評価フレームワーク及び本 PI評価の PIF原則に対する準拠性 

JCR は、三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規程・体制の整備状

況、並びに野村不動産 HD に対する PI 評価について確認した結果、PIF 原則における全ての要件

に準拠していると評価している。 

 

以上より、JCRは、本 PI評価が PIF原則及びモデル・フレームワークに適合していることを確

認した。 

 

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。 
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評価対象：三井住友信託銀行株式会社の野村不動産ホールディングス株式会社に

対するポジティブ・インパクト評価 
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＜要約＞ 
本第三者意見は、三井住友信託銀行株式会社が野村不動産ホールディングス株式会社（野

村不動産 HD、もしくは「同社」）に実施するポジティブ・インパクト評価（本 PI 評価）に

対して、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した PIF 原則及び資金使途

を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレームワーク（モデル・フレームワーク）

への適合性を確認したものである。株式会社日本格付研究所（JCR）は、PIF 第 4 原則で推

奨されている評価の透明性及び客観性確保のため、独立した第三者機関として、(1)本 PI 評
価の合理性及び本 PI 評価に基づくファイナンスのインパクト、並びに(2)三井住友信託銀行

の PIF 評価フレームワーク及び本 PI 評価の PIF 原則に対する準拠性について確認を行っ

た。なお、本第三者意見は 2023 年 3 月 31 日付の本 PI 評価を対象としており、有効期限は

本 PI 評価に準じる。 
 
(1)本 PI 評価の合理性及び本 PI 評価に基づくファイナンスのインパクト 
野村不動産 HD は、1957 年に野村證券より独立し不動産事業を開始した総合不動産デベ

ロッパーである野村不動産グループの持ち株会社。上場に向けた野村不動産グループの再

編のために、2004 年 6 月に設立された。国内の大手総合不動産デベロッパーの一角を占め

る存在であり、分譲マンション「プラウド」や中規模ハイグレードオフィス「PMO」等で

知られる。同社の主たる事業は、住宅部門、都市開発部門、海外部門、資産運用部門、仲介

CRE 部門、運営管理部門の 6 つの主要セグメントで構成されている。同社は、2022 年 4 月

に野村不動産グループ 2030 年ビジョン「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developer へ」を策定し

た。また、気候変動や価値観の多様化など、社会の変化を新たな成長機会と捉え、2050 年

のありたい姿として “サステナビリティポリシー「Earth Pride-地球を、つなぐ-」” を策

定し、意欲的な成長への挑戦と、まだ見ぬ価値創造の提供を通じて、グループ企業理念「あ

したを、つなぐ」の実現を目指すとしている。 
本 PI 評価では、野村不動産 HD の事業活動全体に対する包括的分析が行われた。同社の

サステナビリティ活動も踏まえ、インパクト領域につき特定のうえ「①気候変動と自然環境

への対応」、「②組織や業態を超えた「共創」のためのサステナビリティ推進基盤強化」、「③

人びとのさまざまな生活、一人ひとりの過ごす時間を軸とした新たな価値創造」の 3 項目

のインパクトが選定された。そして、各インパクトに対して KPI が設定された。インパク

ト①は環境に配慮した街づくり、インパクト②はダイバーシティを考慮した社内制度及び

サービスの提供、インパクト③は Quality of Life の向上と Well-being の実現、に係るイン

パクトである。今後、これら 3 項目のインパクトに係る上記 KPI 等に対して、モニタリン

グが実施される予定である。 
JCR は、本 PI 評価における包括的分析及びインパクト特定の内容について、モデル・フ

レームワークに示された項目に沿って確認した結果、適切な分析がなされていると評価し

ている。また、本 PI 評価の KPI に基づくインパクトについて、PIF 原則に例示された評価
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基準に沿って確認した結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待されると評価している。

当該 KPI は、上記のインパクト特定及び野村不動産 HD のサステナビリティ活動の内容に

照らしても適切である。さらに、本 PI 評価におけるモニタリング方針について、本 PI 評

価のインパクト特定及びKPIの内容に照らして適切であると評価している。従ってJCRは、

本 PI 評価において、持続可能な開発目標（SDGs）に係る三側面（環境・社会・経済）を捉

えるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（インパクトの特定・評価・モニタリ

ング）が、十分に活用されていると評価している。 
 
(2)三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本 PI 評価の PIF 原則に対する準拠性 

JCR は、三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規程・体制の

整備状況、並びに野村不動産 HD に対する PI 評価について確認した結果、PIF 原則におけ

る全ての要件に準拠していると評価している。 
 
以上より、JCR は、本 PI 評価が PIF 原則及びモデル・フレームワークに適合している

ことを確認した。  
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I. 第三者意見の位置づけと目的 
JCR は、三井住友信託銀行が野村不動産 HD に実施する PI 評価に対して、UNEP FI の

策定した PIF 原則及びモデル・フレームワークに沿って第三者評価を行った。本 PI 評価

は、三井住友信託銀行及び他の金融機関が、野村不動産 HD に対し PIF として実施する複

数のファイナンスで参照することが想定されている。PIF とは、SDGs の目標達成に向けた

企業活動を、金融機関等が審査、評価することを通じて促進し、以て持続可能な社会の実現

に貢献することを狙いとして、当該企業活動が与えるポジティブなインパクトを特定、評価

のうえ、融資等を実行し、モニタリングする運営のことをいう。 
PIF 原則は 4 つの原則からなる。第 1 原則は、SDGs に資する三つの柱（環境・社会・経

済）に対してポジティブな成果を確認でき、ネガティブな影響を特定し対処していること、

第 2 原則は、PIF 実施に際し、十分なプロセス、手法、評価ツールを含む評価フレームワー

クを作成すること、第 3 原則は、ポジティブ・インパクトを測るプロジェクト等の詳細、評

価・モニタリングプロセス、ポジティブ・インパクトについての透明性を確保すること、第

4 原則は、PIF 商品が内部組織または第三者によって評価されていることである。 
本第三者意見は、PIF 第 4 原則で推奨されている評価の透明性及び客観性確保のため、

JCR が独立した第三者機関として、本 PI 評価の合理性及び本 PI 評価に基づくファイナン

スのインパクト、並びに三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本 PI 評価の PIF
原則に対する準拠性を確認し、本 PI 評価の PIF 原則及びモデル・フレームワークへの適合

性について確認することを目的とする。 
 
II. 第三者意見の概要 
本第三者意見は、三井住友信託銀行が野村不動産 HD に対して 2023 年 3 月 31 日付で実

施する PI 評価への意見表明であり、以下の項目で構成されている。 
＜本 PI 評価の合理性等について＞ 

1. 野村不動産 HD のサステナビリティ活動の概要 
2. 包括的分析及びインパクト特定の適切性評価 
3. KPI の適切性評価及びインパクト評価 
4. モニタリング方針の適切性評価 
5. モデル・フレームワークの活用状況評価 

＜PIF 原則に対する準拠性について＞ 
1. 三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規程・体制の整備

状況が PIF 原則に準拠しているか 
2. 三井住友信託銀行が社内で定めた規程に従い、野村不動産 HD に対する PI 評価を適

切に実施できているか 
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III. 本 PI 評価の合理性等について 
本項では、本 PI 評価におけるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（インパ

クトの特定・評価・モニタリング）の活用状況と、本 PI 評価に基づくファイナンスのイン

パクト（①多様性、②有効性、③効率性、④倍率性、⑤追加性）について確認する。 
 
1. 野村不動産 HD のサステナビリティ活動の概要 
1-1. 事業概要 
野村不動産 HD は、1957 年に野村證券より独立し不動産事業を開始した総合不動産デベ

ロッパーである野村不動産グループの持ち株会社。上場に向けた野村不動産グループの再

編のために、2004 年 6 月に設立された。国内の大手総合不動産デベロッパーの一角を占め

る存在であり、分譲マンション「プラウド」や中規模ハイグレードオフィス「PMO」等で

知られる。 
同社の主たる事業は、住宅部門、都市開発部門、海外部門、資産運用部門、仲介 CRE 部

門、運営管理部門の 6 つの主要セグメントで構成されている。 
 

セグメント 概要 
住宅部門 マンション・戸建住宅の開発・分譲事業、賃貸マンションの開発・

賃貸・販売事業、シニア向け住宅の開発・運営事業、インターネッ

ト広告の代理店事業、不動産関連システム開発・販売事業、住まい

の駆けつけ事業等。 
都市開発部門 オフィスビル・物流施設・商業施設等の開発・賃貸・販売・運営受

託事業、ホテルの開発・賃貸・運営事業、フィットネスクラブの運

営事業、建築工事の設計監理事業等。 
海外部門 東南アジア・中国・米国・英国を中心とした住宅・オフィスビル・

サービスアパートメントや複合開発等の開発・賃貸・分譲事業。 
資産運用部門 上場／私募 REIT、私募ファンドおよび有価証券ファンド等の不動

産証券化商品等を対象とした資産運用事業等。 
仲介・CRE 部門 不動産仲介・コンサルティング事業、不動産情報サイト運営事業、

保険代理店事業。 
運営管理部門 マンション・オフィスビル等の運営・管理・工事請負事業、リフォ

ーム事業、地域冷暖房事業、太陽光発電事業、オフィスビル等の清

掃業務の受託事業等。 
同社は、不動産開発や関連サービスの提供を通じて、顧客一人ひとりの生活や時間に寄り

添い、様々な社会課題に向き合い続けてきた。生活スタイルや価値観が多様化する中、人び

との、様々な生活 “Life” と、一人ひとりの過ごす時間 “Time” の 2 つを軸として、今

まで以上に深く、グローバルに、新たな価値を創造する「Life ＆ Time Developer」へと変

革していくことを目指し、2022 年 4 月に野村不動産グループ 2030 年ビジョン「まだ見ぬ、
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Life ＆ Time Developer へ」を策定した。 
また、気候変動や価値観の多様化など、社会の変化を新たな成長機会と捉え、2050 年の

ありたい姿として “サステナビリティポリシー「Earth Pride-地球を、つなぐ-」” を策

定し、意欲的な成長への挑戦と、まだ見ぬ価値創造の提供を通じて、グループ企業理念

「あしたを、つなぐ」の実現を目指すとしている。 
【図 1】「全体コンセプト」1 

 
 

 
  

                                                   
1 出典：野村不動産 HD 中期経営計画 2023 年 3 月期～2031 年 3 月期 
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1-2. サステナビリティに関する実績 
同社のサステナビリティの取組みに関する目標・運用状況・実績の詳細は、統合レポート・

サステナビリティレポート・ウェブサイト等の各種媒体を通じて確認することができる。 
ⅰ.第三者評価・外部認証等 
同社は、以下の第三者評価・外部認証等を受けており、環境・社会・ガバナンス等につ

いて、高い評価を得ている。 
ESG インデックスへの組入れ 
・MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数に選定 
・FTSE Blossom Japan Index 構成銘柄に選定 
・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index の構成銘柄に選定 
・MSCI 日本株女性活躍指数に選定 
・S&P/JPX カーボンエフィシェント指数に選定 
・FTSE4Good Index Series の構成銘柄に選定 
・SNAM サステナビリティ・インデックスの構成銘柄に選定 

ESG 格付け 
・CDP 気候変動（A－評価） 
・CDP 気候変動サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定 
受賞・評価取得等 
・エコアクション 21 認証・登録（野村不動産マスターファンド投資法人・野村不動産

プライベート投資法人） 
・GRESB リアルエステイト評価 4star（野村不動産マスターファンド投資法人・野村

不動産プライベート投資法人） 
・GRESB 開示評価 A（同社・野村不動産マスターファンド投資法人） 
・健康経営優良法人 2022「大規模法人部門」（同社・野村不動産・野村不動産投資顧問・

野村不動産ソリューションズ・野村不動産ライフ＆スポーツ・野村不動産パートナー

ズ・野村不動産ビルディング・プライムクロス） 
・健康経営優良法人 2022「ホワイト 500」（同社・野村不動産・野村不動産投資顧問・

野村不動産ソリューションズ・野村不動産ビルディング） 
・PRIDE 指標「シルバー」（同社・野村不動産・野村不動産投資顧問） 
・PRIDE 指標「ブロンズ」（野村不動産ソリューションズ・野村不動産パートナーズ） 
・グッドデザイン賞（20 年連続） 
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ii.イニシアティブ等への加盟 
同社グループは、以下の共同イニシアティブ等に加盟しており、これらの活動を通じて

国際的な ESG 課題解決への取組みを推進している。 
名称 参加・加盟年度 

国連グローバルコンパクト 2019 年 5 月 
責任投資原則（PRI） 2017 年 12 月 
RE100 2022 年 1 月 
SBT（Science Based Targets）認定取得 2020 年 11 月 
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース） 2020 年 9 月 
気候変動イニシアティブ 2018 年 10 月 
持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21 世紀金融行動原則） 2019 年 7 月 
UK Green Building Council（GBC、英国グリーンビルディング協会）

メンバー 
2019 年度 

「自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）」フォーラム 2022 年 7 月 
生物多様性のための 30by30（サーティ・バイ・サーティ）アライア

ンス 
2022 年 7 月 

経団連「生物多様性宣言・行動指針」 2019 年度 
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1-3. サステナビリティに関する体制及び運営方法 
(1) サステナビリティに関する方針と組織体制 
野村不動産 HD はサステナビリティポリシーとして、「Earth Pride-地球を、つなぐ-」を

掲げている。これまで同社グループは、「私たちの約束」として「あしたを、つなぐ」とい

うグループ企業理念のもと、不動産開発と不動産関連サービスの連携による事業活動を推

進してきたが、2050 年という将来に向けて、企業活動の舞台である地球を “誇れる地球” 
として未来へつなげていくために、企業として果たしたい役割をこのサステナビリティポ

リシーに込めている。この「Earth Pride -地球を、つなぐ-」は、同社グループが大切にし

たい、①人間らしさ（誰ひとり取り残さない社会の実現に貢献する）、②自然との共生（自

然と人間との関係をより良いものへと変えていく）、③共に創る未来（多種多様な組織・人

が共に手をとりあい、今までにない価値を生み出す）の 3 つのテーマをベースにしている。 
同社グループでは、「サステナビリティと経営は一体であり、事業戦略とサステナビリティ

の方向性を一致させるべき」との考えから、2021 年 4 月より代表取締役社長グループ CEO
がサステナビリティ委員会の委員長を務めることとし、取組み体制の強化を図っている。同

委員会は同社の取締役会で決定された取締役・執行役員で構成され、サステナビリティに関

する方針、活動計画の審議、決定等を行っている。検討結果は経営会議・取締役会に報告さ

れ、経営計画や事業活動に反映されている。2022 年 3 月期の主な実績としては、サステナ

ビリティポリシーの策定や、その実現に向けた重点課題（マテリアリティ）の特定、計測指

標（KPI）の設定、RE100 への加盟等を実施している。なお、2022 年 3 月期における同委

員会の開催は 5 回。また、社内議論の活発化のため、サステナビリティ小委員会、環境分科

会、人権分科会等の同委員会以外の会議体も計 33 回開催されている。 
【図 2】サステナビリティマネジメント体制2 

 
                                                   
2 出典：野村不動産 HD 統合レポート 2022 
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(2) サステナビリティに関するマテリアリティ 
同社グループは、サステナビリティポリシー「Earth Pride - 地球を、つなぐ- 」の 3

つのテーマである「人間らしさ」「自然との共生」「共に創る未来」の実現のため、2030 年

までに取組むべき 5 つの重点課題（マテリアリティ）として、「ダイバーシティ＆インク

ルージョン」「人権」「脱炭素」「生物多様性」「サーキュラーデザイン」を特定している。

重点課題（マテリアリティ）の特定プロセスは以下の通り。 
まず、「ISO26000」「GRI スタンダード」「SASB」等の国際的ガイドラインや ESG 外

部評価アンケート、外部コンサルティング会社からの情報を参考に、長期的な将来の見通

しについて検討し、同社事業との関連性が高い社会課題を抽出（STEP1）。次に、STEP1
を踏まえて、「どのような価値を提供したいか」「どのような会社と思われたいか」等につ

いて、同社グループの若手・中堅社員（183 名）、同社グループのマネジメント層（部長・

課長クラス、214 名）の意見を反映し、同社グループにとっての重要な要素 12 項目を抽

出し、それらに対するスコアリングを実施している（STEP2）。 
【図 3】12 項目のマトリクス図3 

 

 
その後、上記 12 項目について、「同社グループが対応すべき社会課題」「同社グループ

への期待事項」との視点で、サステナビリティ専門家や、機関投資家、取引先、顧客等の

合計 41 名によるスコアリングを実施し、意見を聴取（STEP3）。STEP2、3 のスコアリン

グ結果を踏まえ、経営層（延べ 20 名）へのアンケートを実施したうえで、サステナビリ

                                                   
3 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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ティ委員会での複数回に亘る議論を経て策定している（STEP4）。 
【図 4】同社の重点課題（マテリアリティ）4 

 
 

また、重点課題（マテリアリティ）に対する計測指標（KPI）の設定については、新中

期経営計画、及び「GRI スタンダード」等の国際的フレームワークや政策動向を踏まえ、

サステナビリティ委員会での審議を経て決定している（STEP5）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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【図 5】重点課題（マテリアリティ）、計測指標（KPI）に対する実績・進捗状況5 

 

 

 
 
                                                   
5 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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(3) 社会・環境に及ぼすリスクに対する方針・管理体制と実績 
ⅰ．リスクに対する方針 
同グループは、リスク管理を「企業グループの組織・事業目的の達成に関わるすべてのリ

スクを統合的かつ一元的に管理し、自社のリスク許容限度内でリスクをコントロールしな

がら企業価値の向上を目指す経営管理手法」と捉え、リスクの適切な管理および運営によっ

て経営の健全性を確保することを目的として、「リスク管理規程」を定めている。 
「リスク管理規程」では、リスク管理の実践を通じ、事業の継続および安定的発展を確保

することを基本方針と定め、主要なリスクを「A：投資リスク」、「B：外部リスク」、「C：災

害リスク」、「D：内部リスク」の 4 つのカテゴリーに分類し、リスクの規模・特性などに応

じた有効かつ効率的な管理を行っている。 
ⅱ．リスク管理体制 
同社グループでは、経営会議をリスクの統合管理主体として定め、主要なリスクの状況に

ついて定期的にモニタリング、評価・分析し、各部門及びグループ各社に必要な指導、助言

を行うとともに、その内容を定期的に取締役会に報告する体制を整えている。また、経営会

議の下部組織であるリスクマネジメント委員会は、取締役会で指名された同社およびグル

ープ各社の取締役・執行役員で構成され、グループ法務コンプライアンス部担当役員（野村

不動産 HD 執行役員）を委員長としている。また、リスクマネジメント委員会委員長が指名

したグループ各社の取締役、執行役員などで構成する「グループリスク連絡会議」を設置し、

グループ内でのリスク情報および対応方針を共有している。 
【図 6】「リスク管理体制」6 

 
 

  
                                                   
6 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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2. 包括的分析及びインパクト特定の適切性評価 
2-1. 包括的分析及びインパクト特定の概要 
本 PI 評価では、野村不動産 HD の事業活動全体に対する包括的分析が行われ、同社のサ

ステナビリティ活動も踏まえてインパクト領域が特定された。 
 
(1) 包括的分析 
セグメント、エリア及びサプライチェーンの観点から、インパクトを生み出す要因を包括

的に検討した。 
ⅰ.セグメント及びエリア 
セグメントについては、住宅部門（2022 年 3 月期売上高比率：46.1％）、都市開発部門

（同：30.2％）、運営管理部門（同：14.8%）で売上高の 90%以上を占めていることから、

当該 3 セグメントを評価対象とする。 
同社の 2022 年 3 月期のセグメント別売上高は、図 7 の通り。2022 年 3 月期の海外部門

の売上高は 26 億円（売上高比率：0.4％）に過ぎず、事業活動の大半が日本国内であるため、

日本国内における同社事業活動を分析の対象とする。 
同社の調達先は国内のゼネコン各社が主であり、一次調達先であるゼネコン各社に対し

ては、後述する「野村不動産グループ調達ガイドライン」の遵守を求め、アンケートや面談

を通じたエンゲージメント活動を実施している。 
【図 7】「事業ポートフォリオ」7 

 

 
ⅱ.サプライチェーン 
同社グループでは、社会・環境課題への取組みを実効性のあるものにするには、サプライ

チェーン全体で取組むことが不可欠であると考え、「野村不動産グループ調達ガイドライン」

を策定。8 つのテーマ（コンプライアンスの確立、人権の尊重、公正な事業活動、環境への

配慮、品質の確保・向上、情報セキュリティの確保、不正通報システム、BCP の構築）に

                                                   
7 出典：野村不動産 HD 統合レポート 2022 
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対して、各サプライヤーの事業活動への適用を依頼し、その遵守状況に関するサプライヤー

アンケート、アンケート結果に基づくリスク評価、及び是正対応状況のモニタリングを実施

している。運用状況については、サステナビリティ委員会で定期的に確認し、グループ全体

のサプライヤーマネジメントの進捗状況をモニタリングしている。 
このように、同社はサプライチェーン全体に渡って社会及び環境におけるリスクの低減に

努めていることから、当社は各ステージにおける主要なポジティブ・インパクト及びネガテ

ィブ・インパクトを確認のうえ、分析を行った。 
 
(2) インパクト特定 

UNEP FI の定めたインパクト分析ツールの活用により、ポジティブ・インパクト及びネ

ガティブ・インパクトの発現するインパクト領域が確認された。なお、原則として、野村不

動産 HD による公開資料を基にインパクトが分析されているが、重要な項目に関しては、

その裏付けとなる内部資料等の確認及びヒアリングの実施により、手続きが補完されてい

る。 
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2-2. JCR による評価 
JCR は、本 PI 評価における包括的分析及びインパクト特定の内容について、モデル・フ

レームワークに示された項目に沿って以下のとおり確認した結果、適切な分析がなされて

いると評価している。 

モデル・フレームワークの確認項目 JCRによる確認結果 

事業会社のセクターや事業活動類型を踏ま

え、操業地域・国において関連のある主要

な持続可能性の課題、また事業活動がこれ

らの課題に貢献するかどうかを含めて、事

業環境を考慮する。 

事業セグメント・事業エリア・サプライチ

ェーンの観点から、野村不動産HDの事業

活動全体に対する包括的分析が行われ、イ

ンパクト領域が特定されている。 

関連する市場慣行や基準（例えば国連グロ

ーバル・コンパクト10原則等）、また事業

会社がこれらを遵守しているかどうかを考

慮する。 

野村不動産HDは、国連グローバル・コン

パクトへの署名やTCFD提言への賛同表明

等を行い、それぞれ対応を進めていること

が確認されている。 
CSR報告書や統合報告書、その他の公開情

報で公に表明された、ポジティブ・インパ

クトの発現やネガティブ・インパクトの抑

制に向けた事業会社の戦略的意図やコミッ

トメントを考慮する。 

野村不動産HDの公表している「野村不動

産グループ2030年ビジョン」「サステナビ

リティポリシー」「重点課題（マテリアリ

ティ）」等を踏まえ、インパクト領域が特

定されている。 
グリーンボンド原則等の国際的イニシアテ

ィブや国レベルでのタクソノミを使用し、

ポジティブ・インパクトの発現するセクタ

ー、事業活動、地理的位置（例えば低中所

得国）、経済主体の類型（例えば中小企

業）を演繹的に特定する。 

UNEP FIのインパクト分析ツール、グリ

ーンボンド原則・ソーシャルボンド原則の

プロジェクト分類等の活用により、インパ

クト領域が特定されている。 

PIF商品組成者に除外リストがあれば考慮

する。 
野村不動産HDは、三井住友信託銀行の定

める融資方針等に基づく不適格企業に該当

しないことが確認されている。 
持続可能な方法で管理しなければ、重大な

ネガティブ・インパクトを引き起こし得る

事業活動について、事業会社の関与を考慮

する。 

野村不動産HDの事業で想定し得る重要な

ネガティブ・インパクトとして、CO2排

出、廃棄物、人権問題等が特定されてい

る。これらは、野村不動産HDのマテリア

リティ等で抑制すべき対象と認識されてい

る。 
事業会社の事業活動に関連する潜在的なネ 三井住友信託銀行は、原則として野村不動
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ガティブ・インパクトや、公表されている

意図と実際の行動（例えばサプライチェー

ンの利害関係者に対してや従業員の中での

行動）の明らかな矛盾を特定するため、考

え得る論点に関する利用可能な情報を検証

する。 

産HDの公開情報を基にインパクト領域を

特定しているが、重要な項目に関しては、

その裏付けとなる内部資料等の確認及びヒ

アリングの実施により、手続きを補完して

いる。なお、JCRは三井住友信託銀行の作

成したPI評価書を踏まえて野村不動産HD
にヒアリングを実施し、開示内容と実際の

活動内容に一貫性があることを確認してい

る。 
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3. KPI の適切性評価及びインパクト評価 
3-1. KPI 設定の概要 
 本 PI 評価では、上記のインパクト特定及び野村不動産 HD のサステナビリティ活動を踏

まえて、「気候変動と自然環境への対応」、「組織や業態を超えた『共創』のためのサステナ

ビリティ推進基盤強化」、「人びとのさまざまな生活、一人ひとりの過ごす時間を軸とした新

たな価値創造」の 3 項目のインパクトが選定され、それぞれに KPI が設定された。なお、

特段の断りがない場合、KPI の適用範囲は同社及び同社の連結子会社である。 
 

本 PI 評価におけるインパクト項目と関連するマテリアリティ 
 インパクト項目 関連するマテリアリティ等 関連する SDGs 

① 気候変動と自然環境への対応 
・脱炭素 
・生物多様性 
・サーキュラーデザイン 

7.2、12.2、12.5、
13.1、15.1 

② 
組織や業態を超えた「共創」の

ためのサステナビリティ推進基

盤強化 

・ダイバーシティ＆インクルー

ジョン 
・人権 

5.5、8.5、8.8、
10.2 

③ 
人びとのさまざまな生活、一人

ひとりの過ごす時間を軸とした

新たな価値創造 

 
― 

3.4、8.2、8.8、
11.3、11.b 

（*）インパクトとその貢献内容に関連する SDGs は、本 PI 評価で特定されたものが採り

上げられている。 
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(1) 気候変動と自然環境への対応 

ネガティブ・インパクトの低減 
SDGs との関連性 
 SDGs 目標 「7.エネルギー」「12.持続可能な消費と生産」「13.気候変動」「15.

陸上資源」 
SDGs ターゲット 7.2、12.2、12.5、13.1、15.1 

インパクトカテゴリー 
 「気候」「生物多様性と生態系サービス」「資源効率・安全性」「廃棄物」 
内容 
 環境に配慮した街づくりを通じて、持続可能な社会、自然環境の保全、循環型社会の実

現へ貢献する。 
対応方針、目標及び指標（KPI） 
 対応方針(a) 「省エネルギー」「事業の低炭素化」「再生可能エネルギー転換」

の取組み推進 
 目標(a)-① ア．CO₂総排出量を 2030 年度までに 35%削減（2019 年度比） 

イ．CO₂総排出量を 2025 年度までに 15%削減（2019 年度比） 
指標（KPI） 
(a)-① 

CO₂排出量（スコープ 1・2 及び 3（カテゴリ 1・11）） 

目標(a)-② ア．消費電力に占める再生可能エネルギー比率を 2050 年までに 
100%とする 

イ．野村不動産株式会社が保有する国内賃貸資産において消費電

力に占める再生可能エネルギー比率を 2023 年度までに

100%とする 
指標（KPI） 
(a)-② 

消費電力に占める再生可能エネルギー比率 

目標(a)-③ 2030 年度までに新築物件における ZEB/ZEH oriented 水準を確

保する 
指標（KPI） 
(a)-③ 

新築物件における省エネルギー性能指標 

目標(a)-④ 国内の新規に開発する固定資産・収益不動産（賃貸住宅除く）の

グリーンビルディング認証取得率 100％の維持 
指標（KPI） 
(a)-④ 

国内の新規に開発する固定資産・収益不動産（賃貸住宅除く）の

グリーンビルディング認証取得率 
 対応方針(b) 国内の森林循環を回復し、多様な生物が生息できる都市緑化や森

林整備を通じた自然環境の保全を促進 
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 目標(b)-① 国産木材の建築資材としての活用量を今後 5 年間で 10,000 ㎥ 
指標（KPI） 
(b)-① 

国産木材の建築資材としての活用量 

目標(b)-② 生物多様性認証取得件数を増加する 
指標（KPI） 
(b)-② 

生物多様性認証取得件数 

 対応方針(c) 建物長寿命化、再資源化、シェアリングなどを取り入れた街づく

りやサービスの提供を通じた循環型社会への貢献 
  目標(c)-① ア．「re:Premium」「re:Premium Duo」提供件数の増加 

イ．「アトラクティブ 30」採用件数の増加 
指標（KPI） 
(c)-① 

ア．「re:Premium」「re:Premium Duo」提供件数 
イ．「アトラクティブ 30」採用件数 

  目標(c)-② 廃棄物量削減に関する目標を 2023 年 9 月末までに設定すること 
  指標（KPI） 

(c)-② 
廃棄物量削減に関する目標設定の進捗状況 

同社グループは、サステナビリティポリシー「Earth Pride - 地球を、つなぐ- 」を策定

し、「気候変動と自然環境」をテーマとする重点課題（マテリアリティ）として「脱炭素」

「生物多様性」「サーキュラーデザイン」を特定している。 
 

（a）「省エネルギー」「事業の低炭素化」「再生可能エネルギー転換」の取組み推進 
「脱炭素」においては、「CO₂総排出量を 2031 年 3 月期までに Scope1・2・3 で 35％削

減（2020 年 3 月期比）」を目標に掲げ、「省エネルギー」「事業の低炭素化」「再生可能エネ

ルギーの活用」を 3 本柱とし、特に不動産デベロッパーとしての責務を果たすために、省エ

ネと低炭素化に優れた建物の供給を最優先に推進し、加えて「再生可能エネルギー」の活用

やその他の取組みを通じて脱炭素化を進める方針である。 
また、2020 年 11 月には SBT 認定の取得（2℃水準）、2022 年 1 月には RE100 へ加盟す

る等、グループを挙げて脱炭素に取組む旨をコミットしている。 
なお、2022 年 3 月期時点の Scope1・2 及び 3（カテゴリ 1・11）合計の実績は、2020 年

3 月期比で既に 4 割近くの削減に達しているが、外部環境の変化による一時的な分譲住宅及

び収益不動産の供給量（竣工物件数）の減少に伴う Scope3 の削減が大きい。同社の中長期

経営計画では事業規模の更なる拡大を掲げており、今後の同社グループの CO₂総排出量は

増加が見込まれることから、目標達成は容易なものではないと考える。加えて、SBT 認定

については 5 年毎の見直しが予定され、同社は次回の 2025 年には 1.5℃水準での認定取得

も視野に検討を進めるとしており、本 PI 評価では、今後の同社の脱炭素化の取組みの加速

や社会的要請の高まりを踏まえたより高い目標設定も期待されるところである。 
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【図 8】「CO2排出量の削減実績（Scope1・2）」8 

 
 

【図 9】「CO2排出量の削減実績（Scope3）」9 

 
                                                   
8 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
9 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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同社グループの具体的な取組みとしては、以下の具体例を挙げることができる。 
 再生可能エネルギーの活用 

同社グループは、太陽光発電事業による再生可能エネルギーの活用を推進している。物

流施設「Landport（ランドポート）」では、2022 年 3 月時点で累計 18 棟に太陽光パネ

ルを設置し、Landport（ランドポート）のポートフォリオ全体における発電量は

22,801MWh/年である。また、同社は RE100 に加盟し、2050 年までに消費電力に占め

る再生可能エネルギーの比率を 100％とすることをコミットしているが、短期目標とし

て、野村不動産が保有する国内全ての賃貸資産の消費電力を、2023 年度までに 100％
再生可能エネルギーにする」ことを掲げ、同社グループの各ホテルでは、再生可能エネ

ルギーで全電力を調達するなど、グループを挙げてグリーン電力化も進めている。本 PI
評価では、CO₂総排出量削減につながる動きとして消費電力に占める再生可能エネル

ギー比率を KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。 
 ZEH/ZEB Oriented 水準の建物の開発推進 

同社グループは、分譲マンションにおける ZEH の開発を進めており、2021 年度には

「プラウド武蔵新城ステーションマークス」が経済産業省「超高層 ZEH-M（ゼッチ・

マンション）実証事業』に、2022 年度には「（仮称）青葉台二丁目計画」が環境省「高

層 ZEH-M（ゼッチ・マンション）支援事業」に採択されている。また、野村不動産で

は、CO₂削減や健康で快適な暮らしを実現するための空調システム「床快 full（ゆかい

ふる）」を開発し、プラウド高田馬場、プラウドタワー亀戸クロスなどこれまで累計で

1,000 戸以上に導入している。戸建事業においても 2022 年度より ZEH にかかる取組

みをすすめており、2025 年度目標として「全分譲戸建て住宅の ZEH 割合を 50％以上

とする」ことを掲げている。今後は、2030 年までにすべての新築物件において ZEH な

らびに ZEB oriented 水準を確保すべく取組みを推進していくとしている。本 PI 評価

では、CO₂総排出量削減につながる動きとして、新築物件における省エネルギー性能指

標を KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。 
 建物の木質化による CO₂排出量削減 

従来の鉄筋造のみの建物から、低炭素素材である木材を活用した建物に移行すること

で、CO₂排出量を削減できることなどから、同社グループでは木質化建物の開発を推進

している。住宅部門においては、独立した共用棟の構造など、及びラウンジなどの共用

部内装には原則国産木材を用いて建設していく方針としている。同社グループでは年

間約 250 棟の分譲戸建てを供給しており、大手総合不動産デベロッパーにおける戸建

供給量としては、同社はトップクラスの水準にある。また同社グループでは今後、国産

木材利用率を引き上げる考えにあり、本 PI 評価では、分譲戸建の建材の一部において

国産木材利用活性化への大きな貢献を期待している。 
  

 国内新規開発物件のグリーンビルディング認証取得率 
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同社グループでは、新築及び保有する不動産において、グリーンビルディングに関する

環境認証（DBJ Green Building、LEED、CASBEE、BELS 等）の取得を方針化して

おり、目標として「新規に開発する固定資産・収益不動産（賃貸住宅除く）における環

境認証取得率を 100％とする」旨を定めている。グリーンビルディング認証取得率は足

許 100％を維持しており、今後も 100％を維持する計画としている。本 PI 評価では、

環境負荷低減につながる動きとして、国内新規開発物件のグリーンビルディング認証

取得率を KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。 
【図 10】「グリーンビルディング認証取得率」10 

 
 

こうした取組みを着実に実践していくことで、同社グループは脱炭素に向けて「省エネル

ギー」「事業の低炭素化」「再生可能エネルギーの活用」を推進していくものと本 PI 評価で

は期待している。 
 
（b） 国内の森林循環を回復し、多様な生物が生息できる都市緑化や森林整備を通じた自

然環境の保全を促進 
「生物多様性」においては、「国内の森林循環の回復を通し、多様な生物が生息できる都

市緑地化や森林保全による、CO₂吸収や自然環境への貢献」を方針に掲げ、さまざまな取組

みを推進している。 
生物多様性への取組みは、不動産開発や街づくりに携わる同社グループにとって重要な

経営課題であり、自然環境や生態系へ配慮した取組みを推進していくとの考えの下、同社は

2019 年度に「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」への賛同を表明し、2022 年 7 月には

「自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）」、及び「生物多様性のための 30by30 ア

ライアンス」へも参画している。 
同社の具体的な取組みとしては、以下の具体例を挙げることができる。 
 国産木材の活用による森林循環への貢献 

同社グループは、建物資材として使用する国産木材を増加し、国産木材の活用量を増加

させることで、国内の森林循環を回復し、多様な生物が生息できる森林整備を通じた自

然環境の保全を促進することを目指している。日本の森林は伐採適齢期を迎えても出

荷されないという課題があり、このような状況が続くと森林が荒れ、水源涵養が進まず、

生物多様性にも悪影響を及ぼすことが懸念されている。適切な森林サイクルに戻すた

                                                   
10 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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め、適齢期を迎えた木を出荷し、新たな植林をすることが必要とされている。同社グル

ープでは、同社グループが需要家として消費することで、適齢期を迎えた木の伐採の促

進につながり、ひいては森林サイクルの健全化に寄与するものであり、生物多様性に貢

献すると考えている。また、2022 年 3 月期は共創パートナーとの基本協定を締結し、

木質建材の研究開発を推進しているほか、環境負荷の低い資材（低炭素資材）への置き

換えについて、施工会社との連携を深めていくとしている。同社グループでは、戸建住

宅事業で年間平均 250 戸の分譲を想定しており、構造材としての木材利用は 1 戸あた

り約 20 ㎥であることから、年間約 5,000 ㎥、5 年間では 25,000 ㎥が必要量となる。こ

れに対し、同社グループでは年間約 1,500 ㎥の国産木材を活用している。同社グループ

では、オフィスビルや物流施設、マンションでも木質化建材を積極的に活用し、国産木

材使用率を段階的に引き上げることで、目標である今後 5 年間で 10,000 ㎥の国産木材

活用を目指すとしている。本 PI 評価では、生物多様性への貢献につながる動きとして、

国産木材の建築資材としての活用量を KPI として採用するとともに、国産木材使用を

加速させる具体的な取組みについても併せてモニタリングしていくこととする。  
 東京都奥多摩町における包括連携協定の締結「森を、つなぐ」東京プロジェクト 

同社は、2021 年 8 月に東京都奥多摩町との間で包括連携協定を締結し、奥多摩町にお

ける課題の解決や、事業エリアである東京都の森において、森林課題の解決や生物多様

性、豊かな自然環境の保全の取組みを開始している。2022 年 9 月には、奥多摩町が保

有する同町内約 130ha の森林について、同社グループが 30 年間にわたり保有する地

上権設定契約を締結し、「森を、つなぐ」東京プロジェクトを始動。東京都における木

材サプライチェーンを構築し、地産地消の実現を目指すとともに、管理・収穫・製材活

用・植林保育の適切な森林サイクルに森を戻すことにより、自然との共生（循環する森

づくりと事業活動の両立）を目指す取組みである。 
 生物多様性認証の取得 

同社グループは、新築および保有する不動産において、生物多様性に配慮した緑地づく

りなどに取組む集合住宅やオフィスビルなどを評価・認証する「ABINC 認証（いきも

の共生事業所認証）」、「JHEP（ハビタット評価認証制度）」、「SEGES（社会・環境貢献

緑地評価システム シージェス）」などの生物多様性認証の積極的な取得を目指してい

る。同社グループで初めて集合住宅版の認証を取得した「プラウド国分寺」では、ABINC
認証の基準に基づき、敷地内の既存樹林地を調査し、「武蔵野の森」として保全・再生

する取組みを実施している。本 PI 評価では、生物多様性への貢献につながる動きとし

て、生物多様性認証取得件数を KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。 
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【図 11】「ABINC 認証取得実績」11 

 
 
（c） 建物長寿命化、再資源化、シェアリングなどを取り入れた街づくりやサービスの提

供を通じた循環型社会への貢献 
「サーキュラーデザイン」においては、「建物長寿命化、再資源化、シェアリングなどを

取り入れた街づくりやサービスの提供を通じた循環型社会への貢献」を方針に掲げ、さまざ

まな取組みを推進している。 
同社の具体的な取組みとしては、以下の具体例を挙げることができる。 
 建物の長寿命化 

同社は、建物の長寿命化によるライフサイクルコストの低減とそれに伴う CO₂排出量

削減にも取組んでいる。具体的には、同社グループの分譲マンションの大規模修繕工事

の周期を大きく延伸させる「re:Premium」「re:Premium Duo」を提供しているほか、

新築時に高耐久部材・工法を採用する「アトラクティブ 30」も提供している。これら

の取組みにより、大規模修繕工事のサイクルを一般的な 12 年周期から 16～18 年に延

ばし、同時に躯体の強靭化にもつながることから、建物の長寿命化や廃棄物の削減が可

能となっている。本 PI 評価では、建物の長寿命化によるライフサイクルコストの低減

と、それに伴う CO₂排出量削減への貢献につながる動きとして、①「re:Premium」

「re:Premium Duo」の提供件数、及び②「アトラクティブ 30」の採用件数を KPI と
                                                   
11 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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して採用し、モニタリングしていくこととする。 
 廃棄物削減 

廃棄物削減への取組みとして、同社グループが運営する「NOHGA HOTEL（ノーガホ

テル）」では、バスアメニティの個包装不使用、植物繊維由来の生分解性竹ストローの

使用などによるプラスチックの削減、革や和服の端切れを再利用したネームプレート

やチーフを使用するなど、廃棄物の削減・再利用に取り組んでいる。同社は具体的な数

値目標の開示には至っていないが、廃棄物量削減に関する定量目標の設定を検討中で

あることを当社は確認している。よって、本テーマの目標は 2023 年 9 月末までに廃棄

物量削減に関する目標を設定することとし、その進捗状況を当初の KPI としてモニタ

リングしていくこととする。 
 

(2) 組織や業態を超えた「共創」のためのサステナビリティ推進基盤強化 

ポジティブ・インパクトの増大・ネガティブ・インパクトの低減 

SDGs との関連性 

 SDGs 目標 「5．ジェンダー」「8．経済成長と雇用」「10．不平等」 

SDGs ターゲット 5.5、8.5、8.8、10.2 

インパクトカテゴリー 

 「雇用」「包摂的で健全な経済」「人格と人の安全保障」 

内容 

 多様な人々のバックグラウンドや価値観を尊重したライフスタイルの実現 

対応方針、目標及び指標（KPI） 

 対応方針（a） 女性や外国人をはじめとする様々なバックグラウンド・価値観を持

つ多様な人材が最大限に能力発揮できる組織作り 

  目標(a)-① 女性マネジメント職層比率を 2030 年度までに 20% 

指標（KPI） 

(a)-① 

女性マネジメント職層比率 

  目標(a)-② 男女育児休業取得率を 2023 年度までに 100%、その後も 100％を維持 

指標（KPI） 

(a)-② 

男女育児休業取得率 

  目標(a)-③ 「インクルーシブデザイン」の商品・サービスの提供 

  指標（KPI） 

(a)-③ 

「インクルーシブデザイン」の商品・サービスの開発推進状況 

 対応方針（b） あらゆる社員、事業にかかわるすべての人々の尊厳と基本的人権が

尊重しあえる企業としての基盤固め 

  目標(b) 2030 年までに調達ガイドライン アンケート実施率 80% 
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  指標（KPI）
(b) 

調達ガイドライン アンケート実施率 

 
同社グループは、人や街・コミュニティを未来へつなげていく企業グループとして、多様

な人々のバックグラウンドや価値観を尊重したライフスタイルの実現と、すべての事業活

動における人々の尊厳と基本的人権の尊重を通じて、サステナビリティ推進基盤を強化し、

組織や業態を超えた「共創」の取組みを推進している。 
また、サステナビリティポリシー「Earth Pride - 地球を、つなぐ- 」における「人間ら

しさ」をテーマとする重点課題（マテリアリティ）として、「ダイバーシティ＆インクルー

ジョン」・「人権」を特定。ダイバーシティ＆インクルージョン推進方針を策定し、マネジメ

ント体制としては、サステナビリティ委員会の下部組織として「人権分科会（責任者：内部

監査・コンプライアンス担当役員）」、及び「ウェルネス・D&I 推進委員会（議長：同社社長 
兼 グループ CEO）」を設置し、サステナビリティポリシーの実現に向けた体制構築を進め

ている。なお、人権分科会は、人権方針の策定、人権デュー・デリジェンス実施に向けた調

査を主たるテーマとしており、2021 年度は 8 回開催されている。また、ウェルネス・D&I
推進委員会はウェルネス推進、働き方改革、女性活躍推進等、同社グループの多様な人材の

活用・活躍に係る中長期目標の設定と具体的な推進施策等について審議を担っており、年 2
回開催されている。 
（a） 女性や外国人をはじめとする様々なバックグラウンド・価値観を持つ多様な人材が

最大限に能力発揮できる組織作り 
同社グループは、すべての役職員が心身共に活き活きと仕事に取り組むことが企業の持

続的な成長につながる「ウェルネス経営」を推進しており、その実現のための施策の一つと

して「多様な人材の活躍」を掲げている。 
同社の具体的な取組みとして、以下の具体例を挙げることができる。 
 ダイバーシティ＆インクルージョン推進方針の制定 

サステナビリティポリシーにおいて掲げた、「人と人がお互いを支えつながり合う、誰

ひとり取り残さない社会」、「背景や価値観の異なる人々が個性を活かし合う創造的な

社会」を実現するために重要な、ダイバーシティ＆インクルージョン推進に向けた考え

方を明確にしたもの。互いの違いを尊重し、全従業員が受け入れられていると感じられ

る企業文化、従業員一人ひとりの違いに着目した実質的な機会均等の実現を目指す内

容。また、社内外の多様な視点を活かすインクルーシブデザインの取組み推進や、実践

に向けたマネジメント体制、モニタリング方法等につき規定されており、同社の方針が

確認できる。 
 女性マネジメント職層比率向上 

女性マネジメント職層比率に関しては、ウェルネス・D&I 推進委員会にてモニタリン

グを実施。2030 年までに女性マネジメント職層比率 20％を目指している中、2021 年
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3 月末日現在の女性マネジメント職層比率は 11.68％。野村不動産の新卒採用に関して

は、女性の学生を対象に野村不動産の女性社員が登壇して働き方やキャリアをテーマ

としたイベントを毎年実施。女性の活躍機会の拡大や多様な視点を取り入れた組織づ

くりを図るため、女性マネジメント職層比率の向上に取組んでいくとしている。なお、

「女性マネジメント職層比率」は、女性管理職数と女性管理職候補数を分子に、全管理

職数と全管理職候補数を分母として算出されている。また「管理職候補」とは、管理職

の候補者として選抜された者で、他メンバーへの指示出し等高度な業務遂行を担うこ

とを昇格要件とする、業務の中心的な存在である。 
【図 12】「女性活躍促進実績」12 

 
 

 仕事と子育て介護との両立支援 
同社グループでは、次世代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための法律「次

世代育成支援対策推進法」に基づき、育児休業をはじめとしたさまざまな制度を整えて

いる。男女育児休業取得率については、2021 年度は 96.23％であるが 2023 年度までに

100％を目標としており、また 2024 年度以降についても、100％を維持する目標とし

ている。同社グループ企業のプライムクロス社では、上記法律に基づき、子育てサポー

ト企業として認定され、「次世代認定マーク（愛称：くるみん）」を取得。また、イント

ラネットなどを通じて制度の周知等を行い、制度を活用しやすい職場環境を整備して

いる。2021 年度に育児休業から復職した 118 名の男女比は男性 26.2%、女性 73.7％。

また野村不動産などでは、産育休･介護･休職者専用サイトを設置し、復業支援の体制を

構築している。育児休業制度の導入、活用により、特に女性社員における出産・育児を

理由とする退職者数減少に向けた各種施策の取組みは、女性の社会進出支援につなが

っている。 
 
 
 

                                                   
12 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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【図 13】「育児休業・介護休業取得状況」13 

 
 

 インクルーシブデザインの商品・サービスの提供 
同社グループは、バリアフリー新法などの法令のみならず、バリアフリーに関する基準

を設けた「設計基準」「品質マニュアル」をすべての物件で遵守してきた。また、これ

まで、障がいの有無、年齢・身体・言語の違いなどにかかわらず、さまざまな人が快適

に利用できる商品・サービスの提供を目指しユニバーサルデザインを推進してきたが、

今後は、本取組みを更に進め、多様なバックグラウンド・価値観・課題を持つ人々をデ

ザインプロセスに巻き込む手法である「インクルーシブデザイン」の商品・サービスの

提供を進めていくとしている。 
 1on1 ミーティングの推進 

同社グループでは、互いの違いを尊重しあい、すべての従業員が自分は受け入れられて

いると感じることができる企業文化の醸成を目指し、また社員の成長とウェルネスを

実現するには、日々の業務推進における社員の心理的安全性の確保が重要と考え、2020
年 10 月より全社的に 1on1 ミーティングを導入。オリジナルの 1on1 ハンドブックの

配布や、全管理監督者に対する 1on1 導入ガイダンス、グループ共通で 1on1 に関する

e-learning を実施し、効果的な 1on1 ミーティングが実施されるようにサポートも行っ

ている。また、毎年 1on1 ミーティング実施に関するアンケートをグループ全社で実施

し、推進度の確認を行っている。 
 LGBT 活躍推進 

同社グループは LGBT 活躍推進の取組みとして、2020 年 12 月には、グループ全役員

および野村不動産の部長を対象に「職場における LGBT」をテーマにしたパネルディス

                                                   
13 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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カッションを実施。また、LGBT に関する定期コラム（2 カ月に 1 度）のイントラ掲載

による社内啓発活動実施も実施している。 
同社グループ従業員を対象とした意識調査（2022 年 8 月）では、LGBT 当事者がいき

いきと自分らしく働くことができる職場だと感じられるかについて把握すべく数値の

モニタリングを実施しながら、LGBT 当事者が自分らしく、安心して仕事に従事できる

よう、引き続き職場環境の整備に努めていくとしている。また、野村不動産は、LGBT
等のセクシャル・マイノリティに関する企業や団体の取組みが評価される「PRIDE 指

標」※において、2021 年度に初めて「ブロンズ」に認定されている。また、2022 年度

には、野村不動産 HD、野村不動産、野村不動産投資顧問が「シルバー」認定、野村不

動産ソリューションズ、野村不動産パートナーズが「ブロンズ」に認定されている。 
※PRIDE指標：LGBTに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体work 

with Pride が 2016 年より創設した企業・団体の LGBT 等の性的マイノリティに関する取組みを

表彰する制度。 

 障がい者活躍推進・シニア活躍推進 
同社グループでは、これまで以上に障がい者の採用を積極的に行うこととしており、

2020 年度から野村不動産において屋内型農園施設を、2021 年度より野村不動産ソリ

ューションズ株式会社ではサテライトオフィスにて、新たな就業機会を提供している。 
また、シニア世代の豊富な経験やスキルを引き続き事業発展の推進力としつつ、本人た

ちにも活躍の場を提供すべく、定年退職後も就業を希望する従業員に対し、再雇用制度

による雇用延長を実施している。本制度の下、本人の希望に応じて最長 65 歳まで就労

機会が確保される。また、一部のグループ会社では、65 歳以降も本人の希望によりパ

ートタイマーとして働ける雇用制度も設け、シニア世代の希望に沿った働き方を支援

している。 
同社グループでは、これらの取組みに加え、ストレスチェックの実施や、ハラスメント・

健康相談体制の強化等、雇用におけるネガティブ・インパクトの軽減について、十分な

手当てがなされているものと考えられる。本 PI 評価では、様々なバックグラウンド・

価値観を持つ多様な人材が最大限に能力発揮できる組織作りにつながる動きとして、

①女性マネジメント職層比率、②男女育児休業取得率、③インクルーシブデザイン商品

の開発推進状況を KPI として採用し、モニタリングしていく。 
 
（b） あらゆる社員、事業にかかわるすべての人々の尊厳と基本的人権が尊重しあえる企

業としての基盤固め 
同社グループは、従業員をはじめ、同社事業にかかわるすべての人々における人権を尊重

して行動するにあたり、「国際人権章典」（国際連合）、「労働における基本的原則および権利

に関する ILO 宣言」（国際労働機関（ILO））、「ビジネスと人権に関する指導原則」（国際連

合）、「子どもの権利とビジネス原則」（UNICEF、国連グローバル・コンパクト、セーブ・
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ザ・チルドレン）を支持・尊重するとともに、活動する国のそれぞれの人権に関する法や規

制を遵守し、事業を行うことを目指している。また「野村不動産グループ人権方針」に則り、

同社グループにおける人権尊重の責任を明確にし、すべての事業活動に関する人権侵害を

特定、予防、低減するとともに、取引先への一層の対話促進にも努めていくとしている。 
同社の具体的な取組みとしては、以下の具体例を挙げることができる。 
 階層別研修 

同社グループでは、人権の尊重に対する理解を深めるために、階層別研修などの機会を

利用し、人権に関する教育を行っている。2021 年度に実施した人権を取り扱った研修

は延べ 2,408 名（アルバイト含む）が参加。また、「野村不動産グループ倫理規程ハン

ドブック」を従業員に配布し知識の周知を図るとともに、差別やハラスメントに関する

研修を全従業員に対して実施している。さらに、定期的に発行するグループ社内報では、

LGBT の方への理解と配慮を求める項目も記載している。 
 人権課題に対する対応 

同社グループは、サプライチェーンにおける人権課題に対応する為、4,600 社以上の取

引先に「調達ガイドライン」を配布している。2020 年度は、主要サプライヤー10 社へ

のモニタリング面談を実施するなど、活動内容の高度化にも取組んでいる。2021 年度

は、重要サプライヤーと特定した同社グループによる調達金額上位 191 社にウェブア

ンケートを送付し、89 社から回答を受領（調達金額を分母とし、回答した企業の調達

金額を分子として算出した調達金額ベースでの回答率は 37％であり、この回答率を実

施率と定義し、目標・KPI に採用）。また、すべてのアンケート回答企業に対して結果

をフィードバックし、10 社に対しては直接エンゲージメントを実施している。同社グ

ループでは、今後も対象を拡大し、サプライチェーンにおける人権課題に取組むことと

している。本 PI 評価では、「調達ガイドラインアンケート実施率」を KPI として採用

し、ウェブアンケートやエンゲージメントを実施する対象社数の拡大状況、並びにそこ

で確認された改善が必要な項目への対応状況についてもモニタリングを行うこととす

る。 
 人権デュー・デリジェンスへ向けた対応 

同社グループは、人権デュー・デリジェンスプロセスの実施に向けた継続的な取組み

を実施している。2020 年度は、人権に関する国際規範に則った活動を強化・推進して

いくために人権分科会を発足し、人権方針の策定等を開始した。2021 年度は、「野村

不動産グループ人権方針」を策定・公表し、そのなかで同社グループにおける顕著な

人権課題を特定した。また、同社グループ内における人権課題の現状把握を目的に、

グループ全体のデスクトップ調査の実施や、比較的人権リスクが高い事業（施設運

営・管理業、ホテル業、海外事業）を選定し、ヒアリングおよびアンケートといった

詳細調査を実施した（調査の結果、顕著な人権侵害事案はゼロ）。 
今後優先的に取組むべき課題として、①従業員のウェルネスと人権、②海外事業・外
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国人労働者、③サプライチェーン上の人権、④救済措置の 4 つを選定し、所管部門を

定めるとともに 3 年間の取組みロードマップを策定し、継続的に人権デュー・デリジ

ェンス体制の整備を進めるとともに、人権デュー・デリジェンスを定期的に実施し、

継続的な取組み改善を実施していくとしている。本 PI 評価では、同社の人権デュー

デリジェンスの実施状況についても、参考指標としてモニタリングしていくこととす

る。 
 

(3)人びとのさまざまな生活、一人ひとりの過ごす時間を軸とした新たな価値創造 

ポジティブ・インパクトの増大・ネガティブ・インパクトの低減 
SDGs との関連性 
 SDGs 目標 「3．保健」「8．経済成長と雇用」「11．持続可能な都市」 

SDGs ターゲット 3.4、8.2、8.8、11.3、11.b 
インパクトカテゴリー 
 「住居」「保健・衛生」「雇用」 
内容 
 Quality Of Life（QOL）の向上と Well-being の実現 
対応方針、目標及び指標（KPI） 
 対応方針（a） 「マーケットイン発想」による多様なニーズの収集に基づく、DX 活用

等による住まう・働く・憩う人々の QOL の向上 
  目標(a)-① QOL 向上に資する DX を活用した新たな商品・サービスの提供件数の

増加 
指標（KPI） 
(a)-① 

QOL 向上に資する DX を活用した新たな商品・サービスの提供件数 

目標(a)-② 入居後 1 年目の住み心地満足度調査評価点の維持・向上 

指標（KPI） 

(a)-② 
入居後 1 年目の住み心地満足度調査評価点 

目標(a)-③ オフィスビル入居者アンケート評価点の維持・向上 

指標（KPI） 
(a)-③ 

オフィスビル入居者アンケート評価点 

 対応方針（b） 地域を活性化させ、人が安心・安全かつ快適な暮らし（Well-being）を

実現できる持続可能な街づくり 
  目標(b)-① 「Be ACTO」取組み件数・参加者数の増加 

指標（KPI） 

(b)-① 
「Be ACTO」取組み件数・参加者数 

目標(b)-② 小学校向け授業プログラム実施件数の増加 
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指標（KPI） 

(b)-② 
小学校向け授業プログラム実施件数 

目標(b)-③ 健康増進型賃貸シニアレジデンス開発戸数の増加 

指標（KPI） 

(b)-③ 
健康増進型賃貸シニアレジデンス開発戸数 

目標(b)-④ CASBEE ウェルネスオフィス認証取得件数の増加 

指標（KPI） 

(b)-④ 
CASBEE ウェルネスオフィス認証取得件数 

目標(b)-⑤ 帰宅困難者等一時受入施設数の増加 

指標（KPI） 
(b)-⑤ 

帰宅困難者等一時受入施設数 

（a）「マーケットイン発想」による多様なニーズの収集に基づく、DX 活用等による住ま

う・働く・憩う人々の QOL の向上 
同社グループの DX 戦略のベースとなるのは、「人」すなわち、住まう、働く、憩う人々、

一人ひとりを重視した「個に寄り添う姿勢」である。同社グループの競争優位性である「マ

ーケットイン発想」、「グループの事業連携・価値創造」、「品質へのこだわり」、「新たな領域

への挑戦心」を DX の取組みにより進化・変革させ、顧客の「Quality Of Life（QOL）向

上」に貢献する商品やサービスの開発・提供につなげることを目指している。 
本 PI 評価では、QOL 向上に資する DX を活用した新たな商品・サービスの提供状況を

KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。また、これら DX の活用等による顧

客満足度の向上が期待されることから、入居後 1 年目の住み心地満足度調査評価点、及び

オフィスビル入居者アンケート評価点についても、KPI としてモニタリングしていくこと

とする。なお、入居後 1 年目の住み心地満足度調査では、その結果分析による同社のサービ

ス改善により、住宅のもたらし得るネガティブインパクトの軽減にも寄与することが期待

される。 
DX を活用した同社の具体的な取組みとしては、以下の具体例を挙げることができる。 
 サテライト型シェアオフィス「H¹T」 

同社グループが提供するサテライト型シェアオフィスである「H¹T」では、予約・入退

出・利用・支払までのオペレーションを全て自動化。「H¹T」で提供しているスマート

キーと連携した予約などのアプリケーションは、シェアオフィスプラットフォームと

して、さまざまな提携シェアオフィスで利用されており、運営の効率化に寄与。同社グ

ループは「H¹T」の提供を通じて、企業の働き方改革の推進や、新型コロナウイルス感

染症拡大等を起因としたリモートワーク需要や、育児や介護等により自宅近辺での勤

務を余儀なくされている人々に対し、利便性が良く快適な職場環境を提供し、働く人々

のパフォーマンスの維持・向上や、就労環境の確保に努めている。「H¹T」については、

今後も幅広く提供していく方針である。 
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 習志野 TechrumHub（テクラムハブ） 
現在では、EC 需要の大幅増加など、消費者の生活スタイル・購買スタイルは急激に変

化しており、長距離ドライバー不足、人手不足等が深刻化している。同社グループの野

村不動産が運営する「Techrum」は、物流に係る様々な課題解決を目指す企業間共創プ

ログラムであり、パートナー企業 42 社（2023 年 1 月末日現在）の参画により、物流

の自動化（省人化・機械化）をはじめとした先端技術の活用による物流課題解決に向け

た様々な取組みを推進している。 
2022 年 12 月には、「Techrum」の効果検証拠点である「習志野 TechrumHub」に、

東日本電信電話株式会社が提供する「ギガらく５G」を導入し、ロボットの自動運転・

遠隔制御や IoT センシング技術を活用した作業員稼働の可視化といった、物流 DX に

資する効果検証を開始する等、物流業界を取り巻く事業環境変化に対応すべく研究・検

証を重ねている。 
慢性的な人手不足という問題を抱える物流業界において、物流倉庫の業務効率化、省力

化に資するこの取組みが進むことで、物流倉庫で働く人の職場環境の改善や、より付加

価値の高い業務への人的リソースシフト等が期待される。 
 
（b）地域を活性化させ、人が安心・安全かつ快適な暮らし（Well-being）を実現できる

持続可能な街づくり 
街づくりや不動産開発には、同じものは２つとないため、同社グループではその地域に

寄り添い「自分たちが暮らす街への愛着や誇りが、街をより良く育んでゆく原動力とな

る」街づくりを目指し、住民同士のコミュニティ形成を支援する活動や、地域住民と同社

グループとのコミュニケーションを確保する取組を進めている。同時に、自然災害への備

え、健康寿命の延伸、健康で快適な暮らしの実現等を実現することで、住民や地域社会の

安心・安全の実現に貢献することを目指している。 

同社の具体的な取組みとしては、以下の具体例を挙げることができる。 
 Be ACTO 

同社グループでは、多様なコミュニティの形成・活性化が地域や街の価値をより一層高

めると考え、街づくりを推進している。その実現を目指し、エリアマネジメント活動の

一つであり、地域住民の方々が主体となって活動する同社グループ独自の仕組み「Be 
ACTO」を導入。活動の拠点となり気軽に利用できる多目的スペース、キッズスペース

やリモートワーク、スタディスペースなどの提供に加え、仲間づくりをお手伝いするメ

ンバーも参画し、新旧住民がつながる地域コミュニティの活性化を目指すとしている。

少子高齢化や空き家の増加などによるコミュニティの機能不全や活力低下、つながり

の希薄化は重要な社会課題であり、住民が互いに頼り頼られる関係づくりを同社がサ

ポートし、地域ごとに特色のあるコミュニティの形成を促すこれらの取組みは、災害等

の非常時の円滑な共助や治安の向上など、まちの持続可能性をソフト面から支える取
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組みとして評価できる。 
 小学校向け授業プログラム「まちをみるめ」等 

同社グループでは、同社グループの各プロジェクト実施地域の小学校向け授業プログ

ラムを実施しており、その一例の「まちをみるめ」は、自分以外の他者（幼児を連れた

人、お年寄り、日本語が解らない外国人、みんなで盛り上がりたい人、静かに過ごした

い人等）の「みるめ（視点）」になって街を観察することで、無意識に感じている街の

魅力や問題について意識させ、子供たちが主体的に街に関わる “きっかけ” をつくる

小学 3～6 年生向けの教育プログラム（同社社員が教師役となる出張授業）である。日

常生活で見過ごしている街の中のさまざまな工夫や、潜在的な価値への気づきをつく

り、子供たちの興味や関心を育み、街の大切なものを未来へつなぐ、新しい街づくりの

試みとなっている。同社グループは、街づくりは建物や場所を提供するだけの「つくっ

て終わりの開発」ではなく、持続的な街とのかかわりが求められていると考え、この小

学校向け教育プログラムを地域とのコミュニケーションのハブと位置づけ、小学生と

一緒に「まち」について考える授業形態をとっている。本活動は、将来的なコミュニテ

ィの発展・成熟を担う子供たちが、様々な視点からまちの魅力や問題点を認識する体験

を通じ、あらゆる世代や立場の人々が地域で共生していくことの意義に触れ、社会課題

の解決に能動的に向き合う姿勢を育む貴重なコンテンツとなっており、世代を超えた

循環型コミュニティの創出という点で、上述の Be ACTO と同様、まちの持続可能性向

上に役立っていると言える。また、本活動に参加する同社社員にとっても、児童および

子育て世代の住民の生の声を拾い上げる貴重な機会となっており、今後の同社の開発

や街づくりにより良い影響を与える取組みと評価できる。本 PI 評価では、地域コミュ

ニティの活性化につながる小学校向け授業プログラムの実施件数を KPI として採用し、

モニタリングしていくこととする。 
 健康増進型・賃貸シニアレジデンス「オウカス」 

「オウカス」は、同社グループ企業が運営する健康増進型・賃貸シニアレジンデンス。

健康寿命の延伸を支援することで、入居者及び家族の「人生を謳歌する住まい。今日よ

り健康な、あしたを。」をコンセプトにしている。その特徴は、①商業施設・公園・病

院などが徒歩圏にある利便性の高い立地、②住まうことが誇らしくなる建物、及び日々

の時間が豊かになる多彩な共用施設、③カラダとココロの健康維持・増進を図るサービ

スの提供により、「住むことで心身ともに自然と健康になれる仕組み」を整えていると

する。中でも、③の、入居者の健康寿命の延伸に向けた様々なサービスの総称である「オ

ウカス・ウェルネスプログラム」は、「多彩な運動プログラム」、「栄養士の管理による

バランスのとれた美味しい食事」、「イベントや様々なサークル活動が活発なコミュニ

ティ活動」、「医療・介護の専門知識をもつスタッフによる医療介護連携」、の 4 つの側

面から取組んでおり、2019 年度にはグッドデザイン賞も受賞している。同社グループ

では、今後も、入居者及び家族が健康で楽しく、安心・安全で過ごせる毎日を支えてい
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くことを目指しており、本 PI 評価では、この健康増進型賃貸シニアレジデンス「オウ

カス」の開発戸数を KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。 
 CASBEE ウェルネスオフィス評価認証 

同社グループでは、ステークホルダーの健康と快適性の維持に貢献するため、新規展開

するオフィスビル全件で「CASBEE ウェルネスオフィス評価認証」を取得する方針と

している。2019 年に新たに設立されたこの評価認証制度では、建物の利用者の健康・

快適性の維持、増進を支援する建物の仕様、性能、取組みに加え、知的生産性の向上に

資する要因や安心・安全に関する性能が評価されている。2022 年 3 月末現在で累計 10
物件が認証を受けている。本 PI 評価では、この CASBEE ウェルネスオフィス評価認

証取得件数を KPI として採用し、モニタリングしていくこととする。 
 

【図 14】「CASBEE ウェルネスオフィス評価認証取得数推移」14 

 
 

 災害時の被災者受け入れ 
同社グループでは、有事の際、マンションや施設そのものの防災対応力向上に加え、自

治体との連携・地域とのつながりを強化しており、その一環として、同社グループ並び

に運用するファンドが所有（区分所有）する建物や、同社グループが運営する施設等を

地域の防災拠点として機能させる取組みを推進している。 
【図 15】「地域に向けた防災に関する主な取組み事例」15 

 
 

                                                   
14 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
15 出典：野村不動産 HD サステナビリティレポート 2022 
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本 PI 評価では、このうち帰宅困難者一時受入施設数を KPI として採用し、モニタリン

グしていくこととする。 
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3-2. JCR による評価 
JCR は、本 PI 評価の KPI に基づくインパクトについて、PIF 原則に例示された評価基

準に沿って以下のとおり確認した結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待されると評

価している。当該 KPI は、上記のインパクト特定及び野村不動産 HD のサステナビリティ

活動の内容に照らしても適切である。 

① 多様性：多様なポジティブ・インパクトがもたらされるか 

本PI評価に基づくファイナンスは、野村不動産HDのバリューチェーン全体を通して、

多様なポジティブ・インパクトの発現及びネガティブ・インパクトの抑制が期待され

る。 
各KPIが示す3項目のインパクトは、以下の通りそれぞれ幅広いインパクトカテゴリーに

亘っている。 
(1) 気候変動と自然環境への対応：「気候」「生物多様性と生態系サービス」「資源効

率・安全性」「廃棄物」に係るネガティブ・インパクト 
(2) 組織や業態を超えた「共創」のためのサステナビリティ推進基盤強化：「雇用」「包

摂的で健全な経済」「人格と人の安全保障」に係るポジティブ・インパクト及びネガテ

ィブ・インパクト 
(3) 人びとのさまざまな生活、一人ひとりの過ごす時間を軸とした新たな価値創造：

「住居」「保健・衛生」「雇用」に係るポジティブ・インパクト及びネガティブ・インパ

クト 
 
また、国産木材の建築資材としての活用や調達ガイドラインアンケートの推進といった

調達面に始まり、インクルーシブデザイン、QOL向上、Well-being実現といったコンセ

プトの商品・サービスの提供、「re:Premium」「re:Premium Duo」「アトラクティブ

30」による建物の長寿命化、そして全段階に亘るCO2排出量の削減等、バリューチェー

ン全体に亘るインパクトが期待される。 

② 有効性：大きなインパクトがもたらされるか 

本PI評価に基づくファイナンスは、大きなポジティブ・インパクトの発現及びネガティ

ブ・インパクトの抑制が期待される。 
22/3期の野村不動産HDの売上高は6,450億円、総資産は2兆0,405億円で、国内不動産業

において、売上高ベースで7位、総資産ベースで9位と上位を占める。収益の核となる住

宅部門の中心となるマンション、戸建販売事業では、自社グループ内で「製・販・管

（製造・販売・管理）」一貫体制を構築していることで、同業他社と比較して高い販売

力を有している。特に2022年の新築マンション販売戸数は4,240戸と2年連続1位の実績

を有している。そのような中で、2030年度までに新築物件におけるZEB/ZEH oriented
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水準を確保すること、建物の長寿命化に資する「re:Premium」「re:Premium Duo」「ア

トラクティブ30」の提供、また住宅に限らずQOLの向上やWell-beingの実現に資する商

品・サービスの提供により、大きなインパクトがもたらされると考えられる。 
一方、短期目標や定性目標の設定にとどまるKPIも多く、今後さらなる中長期的な定量

目標の設定が望まれる。 

③ 効率性：投下資本に比して大きなインパクトがもたらされるか 

本PI評価に基づくファイナンスは、効率的なポジティブ・インパクトの発現及びネガテ

ィブ・インパクトの抑制が期待される。 
野村不動産HDは、サステナビリティポリシー「Earth Pride―地球を、つなぐ―」を掲

げ、サステナビリティに係る取り組みを推進している。今年度から始まる中期経営計画

において、2030年までの重点課題（マテリアリティ）として「脱炭素」「生物多様性」

「サーキュラーデザイン」「ダイバーシティ＆インクルージョン」「人権」の5項目を特

定している。 
本PI評価の各KPIが示すインパクトは、同社の上記マテリアリティの主要な項目に係る

ものであり、本PI評価に基づくファイナンスの後押しによってインパクトの効率的な発

現・抑制が期待される。 

④ 倍率性：公的資金や寄付に比して民間資金が大きく活用されるか 

各KPIが示すインパクトについて、本項目は評価対象外である。 

⑤ 追加性：追加的なインパクトがもたらされるか 

本PI評価に基づくファイナンスは、以下にリストアップしたとおり、SDGsの17目標及

び169ターゲットのうち複数の目標・ターゲットに対して、追加的なインパクトが期待

される。 
 
(1) 「気候変動と自然環境への対応」に係る SDGs 目標・ターゲット 

 

 

目標 7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

ターゲット 7.2  2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エ

ネルギーの割合を大幅に拡大させる。 

 

 

目標 12：つくる責任 つかう責任 

ターゲット 12.2 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を

達成する。 

ターゲット 12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用

により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 
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目標 13：気候変動に具体的な対策を 

ターゲット 13.1 すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱

性（レジリエンス）及び適応力を強化する。 
 

 

目標 15：緑の豊かさも守ろう 

ターゲット 15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、

山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサー

ビスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 
 

 

(2) 「組織や業態を超えた『共創』のためのサステナビリティ推進基盤強化」に係る SDGs
目標・ターゲット 
 

 

目標 6：ジェンダー平等を実現しよう 

ターゲット 5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、

完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

 

 

目標 8：働きがいも 経済成長も 

ターゲット 8.5 2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完

全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃

金を達成する。 

ターゲット 8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労

働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 
 

 

目標 10：人や国の不平等をなくそう 

ターゲット 10. 2 2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、

あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社

会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 
 

 

(3) 「人びとのさまざまな生活、一人ひとりの過ごす時間を軸とした新たな価値創造」に
係る SDGs 目標・ターゲット 
 

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.4 2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療

を通じて３分の１減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 

 

 

目標 8：働きがいも 経済成長も 

ターゲット 8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことな

どにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産

性を達成する。 

ターゲット 8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労

働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 
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目標 11：住み続けられるまちづくりを 

ターゲット 11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての

国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

ターゲット 11.b 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害

に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した

都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿っ

て、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 
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4. モニタリング方針の適切性評価 
 三井住友信託銀行は、野村不動産 HD の事業活動から意図されたポジティブ・インパク

トが継続して生じていること、重大なネガティブ・インパクトが引き続き適切に回避、低減

されていることを継続的にモニタリングする。なお、各 KPI に係る目標については、本 PI
評価に基づくファイナンスの契約期間後の目標年度までの施策や、契約期間中に目標年度

が到来した場合の後続目標の設定状況等についても確認する。 
野村不動産 HD は、サステナビリティレポート、ウェブサイト等でサステナビリティに

関する定性的、定量的な情報を開示している。三井住友信託銀行は、それらの開示情報やそ

の他の各種公開情報を確認することにより、達成状況等をフォローアップすることが可能

である。イベント発生時においては、野村不動産 HD から状況をヒアリングすることに努

め、必要に応じて対応策等に関するエンゲージメントを行う。そのため、本 PI 評価の実施

にあたり、インパクトを生み出す活動や KPI 等に関して、継続的、定期的、かつ必要に応

じて適時に情報開示することを野村不動産 HD に要請している。野村不動産 HD は、本 PI
評価の有効期間中、各インパクトに関して、目標達成に向けた取り組みを継続していくとし

ており、三井住友信託銀行はその進捗度合いについても併せてモニタリングを行い、その結

果について同行のグループホームページに開示していく。 
なお、モニタリングの結果、野村不動産 HD のサステナビリティ活動に重大な影響を与

える事象（同社のサステナビリティ方針・推進体制の変更、マテリアリティの変更、重要な

M&A 等の発生、異常気象の発生や規制の追加等外部環境の重大な変化等）が認められ、本

PI 評価で特定されたインパクトに変更が生じた場合、あるいは当該インパクトに係る目標・

KPI に変更が生じた場合、三井住友信託銀行は本 PI 評価の内容について更新を行う。 
また、本 PI 評価に基づくファイナンスの資金提供者となった三井住友信託銀行以外の金

融機関等は、上記モニタリング結果について三井住友信託銀行のグループホームページで

確認することができる。当該金融機関等は、モニタリング結果の確認を踏まえ、必要に応じ

自らの判断において野村不動産 HD と直接エンゲージメントを行うこととなっている。 
JCR は、以上のモニタリング方針について、本 PI 評価のインパクト特定及び KPI の内

容に照らして適切であると評価している。 
 
 
 
5. モデル・フレームワークの活用状況評価 

JCR は上記 2～4 より、本 PI 評価において、SDGs に係る三側面（環境・社会・経済）

を捉えるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（インパクトの特定・評価・モニ

タリング）が、十分に活用されていると評価している。 
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IV. PIF 原則に対する準拠性について 
JCR は、三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規程・体制の

整備状況、並びに野村不動産 HD に対する PI 評価について、以下のとおり確認した結果、

PIF 原則における全ての要件に準拠していると評価している。 
 

1. 原則 1 定義 

原則 JCR による確認結果 

PIF は、ポジティブ・インパクト・ビジネ

スのための金融である。 
本 PI 評価は、三井住友信託銀行が野村不動

産 HD のポジティブ・インパクト・ビジネ

スを支援するための PIF を実施する枠組み

と位置付けられている。 
PIF は、持続可能な開発の三側面（経済・

環境・社会）に対する潜在的なネガティブ・

インパクトが十分に特定、緩和され、一つ

以上の側面でポジティブな貢献をもたら

す。 

本PI評価に基づくファイナンスでは、経

済・環境・社会の三側面に対するネガティ

ブ・インパクトが特定、緩和され、ポジテ

ィブな成果が期待される。 

PIF は、持続可能性の課題に対する包括的

な評価により、SDGs における資金面の課

題への直接的な対応策となる。 

本 PI 評価に基づくファイナンスは、SDGs
との関連性が明確化され、当該目標に直接

的に貢献し得る対応策となる。 
PIF 原則は、全カテゴリーの金融商品及び

それらを支える事業活動に適用できるよう

意図されている。 

本 PI 評価では、タームローンをはじめとす

る各種ファイナンスが想定されている。 

PIF 原則はセクター別ではない。 本 PI 評価では、野村不動産 HD の事業活

動全体が分析されている。 
PIF 原則は、持続可能性の課題における相

互関連性を認識し、選ばれたセクターでは

なくグローバルなポジティブ及びネガティ

ブ・インパクトの評価に基づいている。 

本 PI 評価では、各インパクトのポジティ

ブ・ネガティブ両面が着目され、ネガティ

ブな側面を持つ項目にはその改善を図る目

標が、ポジティブな側面を持つ項目にはそ

の最大化を図る目標が、それぞれ設定され

ている。 
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2. 原則 2 フレームワーク 

原則 JCR による確認結果 

PIF を実行するため、事業主体（銀行・投

資家等）には、投融資先の事業活動・プロジ

ェクト・プログラム・事業主体のポジティ

ブ・インパクトを特定しモニターするため

の、十分なプロセス・方法・ツールが必要で

ある。 

三井住友信託銀行は、ポジティブ・インパ

クトを特定しモニターするためのプロセ

ス・方法・ツールを開発した。また、運営要

領として詳細な規程を設けており、職員へ

の周知徹底と評価の一貫性維持に有効な内

容となっている。一方、今後案件数を重ね

る中で、投融資判断の参考となるポジティ

ブ・インパクトの尺度につき具体的な基準

を検討していくことで、PIF としてより効

果的な投融資を実行し得るものと考えられ

る。 
事業主体は、ポジティブ・インパクトを特

定するための一定のプロセス・基準・方法

を設定すべきである。分析には、事業活動・

プロジェクト・プログラムだけでなく、子

会社等も含めるべきである。 

三井住友信託銀行は、モデル・フレームワ

ークに沿って、ポジティブ・インパクトを

特定するためのプロセス・基準・方法を設

定しており、子会社等を含む事業活動全体

を分析対象としている。 
事業主体は、ポジティブ・インパクトの適

格性を決定する前に、一定の ESG リスク管

理を適用すべきである。 

三井住友信託銀行は、ポジティブ・インパ

クト分析に際し、UNEP FI から公表されて

いるインパクト・レーダー及びインパクト

分析ツールを活用している。 
事業主体は、金融商品として有効な期間全

体に亘り意図するインパクトの達成をモニ

ターするための、プロセス・基準・方法を確

立すべきである。 

三井住友信託銀行は、モニタリングのため

のプロセス・基準・方法を確立している。 

事業主体は、上記のプロセスを実行するた

め、必要なスキルを持ち、然るべき任務を

与えられたスタッフを配置すべきである。 

三井住友信託銀行には、上記プロセスを実

行するために必要なスキルを持つ担当部

署・担当者が存在している。 
事業主体は、上記プロセスの導入について、

必要に応じてセカンド・オピニオンや第三

者による保証を求めるべきである。 

三井住友信託銀行は、今般 JCR にセカン

ド・オピニオンを依頼している。 
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事業主体は、プロセスを随時見直し、適宜

更新すべきである。 
三井住友信託銀行は、社内規程によりプロ

セスを随時見直し、適宜更新している。本

第三者意見に際し、JCR は 2022 年 8 月改

定の同行社内規程を参照している。 
ポジティブ・インパクト分析は、例えば商

品・プロジェクト・顧客に関する研修や定

期的なレビューの際、既存のプロセスと同

時に行うことができる。ポジティブ・イン

パクト分析は、一般に広く認められた既存

のツール・基準・イニシアティブがあれば、

それらを有効に活用することができる（例

えばプロジェクト・ファイナンスでは、赤

道原則は一般に広く認められたリスク管理

基準である）。 

三井住友信託銀行は、ポジティブ・インパ

クト分析に際し、参考となる基準等が明記

された UNEP FI のインパクト・レーダー

及びインパクト分析ツールを活用してい

る。 

 

 

 

3. 原則 3 透明性 

原則 JCR による確認結果 

PIF を提供する事業主体（銀行・投資家等） 
は、以下について透明性の確保と情報開示

をすべきである。 
・ポジティブ・インパクトとして資金調達

する活動・プロジェクト・プログラム・事

業主体、その意図するポジティブ・インパ

クト（原則 1 に関連） 
・適格性の決定やインパクトのモニター・

検証のために整備するプロセス（原則 2 に

関連） 
・資金調達する活動・プロジェクト・プログ

ラム・事業主体が達成するインパクト（原

則 4 に関連） 

本 PI 評価に基づくファイナンスは、本第三

者意見の取得・開示により透明性が確保さ

れる。また、野村不動産 HD は KPI として

列挙された事項につき、サステナビリティ

レポート及びウェブサイト等で開示してい

く。当該事項につき、三井住友信託銀行は

定期的に達成状況を確認し、必要に応じて

ヒアリングを行うことで、透明性を確保し

ていく。 
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4. 原則 4 評価 

原則 JCR による確認結果 

事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF
は、実現するインパクトに基づいて評価さ

れるべきである。 

三井住友信託銀行は、本 PI 評価に基づくフ

ァイナンスについて、期待されるインパク

トを PIF 第 4 原則に掲げられた 5 要素（①

多様性、②有効性、③効率性、④倍率性、⑤

追加性）に基づき評価している。JCR は、

当該インパクトについて第三者意見を述べ

るに際し、十分な情報の提供を受けている。 
 
 
 
V. 結論 
以上より、JCR は、本 PI 評価が PIF 原則及びモデル・フレームワークに適合している

ことを確認した。 
 
 
 

（担当）菊池 理恵子・丸安 洋史 
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スのうち、以下の 4 クラスに登録しています。(1)金融機関、ブローカー・ディーラー、(2)保険会社、(3)一般事業法人、(4)政府・地
方自治体。米国証券取引委員会規則 17g-7(a)項に基づく開示の対象となる場合、当該開示は JCRのホームページ（http://www.jcr.co.jp/en/）
に掲載されるニュースリリースに添付しています。 
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